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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、荒牧議員が欠席ですが、定足数に達していますので、開議は成立いたし

ます。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「議案の上程」をいたします。 

  本日、町長から追加議案として、議案第２１号が提出されております。 

  それでは、議案第２１号を議題といたします。 

  町長に提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、提案しております追加議案１議案について説明をいたします。 

  議案第２１号は、「損害賠償額の確定について」であります。 

  本議案は、令和３年１２月１８日、篠栗町大字内住の町道内住地区２号線におい

て、相手方が運転する普通乗用車が、飯塚方面の城戸インターへ侵入しようとした

ところ、横断側溝部のグレーチングを跳ね上げ、同車両に損害を与えた物損事故に

ついて、損害賠償額を確定するため、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

  以上が、本定例会に追加提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  日程第２、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本日上程されました議案第２１号は、議案付託表のとおり、本日行われる総務建

設常任委員会に追加付託したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 
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  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これより引き続き、常任委員会を開催しますので、それぞれの委員会室にお集ま

りください。 

散会 午前１０時０３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


